
第15号様式（第22条関係） 

道 路 の 位 置 の 指 定 申 請 書 
 

  年  月  日 
 

大和市長 あて 
 

申請者 氏名  
 
 

建築基準法第42条第１項第５号の規定による道路の位置の指定を受けたいので関係図書を添
えて申請します。 

１ 築 造 主 住 所 氏 名 
住 所 
 
氏 名 （電話         ） 

２ 代 理 資 格 者 
住 所 、 氏 名 、 
建 築 士 事 務 所 名 

（   ）建築士   （      ）登録第       号 
 
 
（   ）建築士事務所（    ）知事登録第       号 

（電話         ） 

３ 指定を
受けよ
うとす
る土地 

イ 地名地番 大和市 

ロ 用途地域  ニ その他の
区域、地
域、地区、
街区 

 

ハ 防火地域 防火・準防火・指定なし 

４ 指定を受けようとする
土地に接する土地の地
名地番及び地目 

 

５ 指定を受けようとする
土地の幅員及び延長 

 

６ 指定を受けようとする
土地の境界表示方法 

 

７ 道路築造着工予定日      年   月   日 

８ 道路築造完了予定日    年   月   日 

※
備 

考 

 

※
手
数
料
欄 

 

※
受
付
欄 

 

※
指
定
公
告
欄 

指
定 

  年   月   日 

大和指令（建指位指）第     号 

公
告 

 年   月   日 

大和市公告第    号 

（注意）１ ３欄「イ」には、指定を受けようとする土地が２筆以上あるときに、その代表地番
を記入してください。 

２ ３欄「ハ」は、該当するものを○で囲んでください。 
３ ※印の欄には、記入しないでください。 
 
  



第17号様式（第２２条関係） 

道路の位置の（変更・一部廃止・廃止）申請書 

 
  年  月  日 

 
大和市長 あて 

 
申請者 氏名  

 
 

大和市建築基準法施行細則第22条第４項の規定により、位置の指定を受けた道路を 
（変更・一部廃止・廃止）したいので、関係図書を添えて申請します。 

１ 申 請 者 住 所 氏 名 
住 所 
 
氏 名 （電話         ） 

２ 代 理 資 格 者 
住 所 、 氏 名 、  
建 築 士 事 務 所 名 

（   ）建築士   （      ）登録第       号 
 
 
（   ）建築士事務所（    ）知事登録第       号 

（電話         ） 

３ 
変 更 

一部廃止 
廃 止 

前の道路 

イ 地名地番及び地目  

ロ 幅 員 及 び 延 長  

ハ 指定年月日及び番号  

４ 
変 更 

一部廃止 
後の道路 

イ 地名地番及び地目  

ロ 幅 員 及 び 延 長  

５ 廃止をする道路の部分 
イ 地名地番及び地目  

ロ 幅 員 及 び 延 長  

６ 
変 更 

一部廃止 
廃 止 

を受けよ
うとする
理由 

 

７ 道路築造着工予定日    年   月   日 

８ 道路築造完了予定日    年   月   日 

※
備 

考 

 

※
手
数
料
欄 

 

※
受
付
欄 

 

※
指
定
公
告
欄 

変 更 
一部廃止 
廃 止 

  年  月  日 

大和指令（建指位指）第     号 

公 告 
  年  月  日 

大和市公告第    号 

（注意）１ ３欄には、変更、一部廃止又は廃止を受けようとする土地が２筆以上あるときに、
その代表地番を記入してください。 

２ 変更又は一部廃止の場合は、５欄の記入は不要です。 
３ 廃止の場合は、４欄の記入は不要です。 
４ ※印の欄には、記入しないでください。 



第19号様式（第22条関係） 

道路の位置の指定（変更・一部廃止・廃止）承諾書 

 

  年  月  日 

 

 

 

（申請者         ）申請に係る道路の位置の指定（変更・一部廃止・廃止）申請書

及び添付図面に記載されているとおり道路の位置の指定（変更・一部廃止・廃止）については、

異議ありません。 

１ 道路とな

る敷地に関

係のある権

利の対象と

なる物件 

２ １欄の土地、建築物又

は工作物の所在地 

３ 権利の

種別 
４ 権利者住所氏名 印 

     

５ 備 考 

 

（注意）１ １欄には、土地、住宅、工場、広告塔等と記入してください。 

２ ３欄には、１欄のものについての権利の種別（所有権、賃借権等）を記入してくだ

さい。 

３ ５欄には、権利者について特記事項があればそれを記入してください。 
  


